
船舶事故調査報告書 

令和４年１１月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年５月９日 １８時５６分ごろ 

発生場所 関門港小倉区 

小倉日
ひ

明
あがり

第２防波堤灯台から真方位２５３°１.３海里付近 

（概位 北緯３３°５４.３′ 東経１３０°５１.３′） 

事故の概要 貨物船泰山
たいざん

は、離岸作業中、着桟中のセメント運搬船第二神
しん

陽
よう

丸に

衝突した。 

事故調査の経過 令和４年５月２７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ セメント運搬船 第二神陽丸、７４９トン 

１３５４３８、たをの海運株式会社、有限会社博洋興産（船舶

借入人） 

Ｂ 貨物船 泰山、２８８トン 

１４４１１０、株式会社広島シッピング 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  関門港小倉区には、南西方から北東方に向かって延びる原料岸壁が

あり、セメント運搬船専用桟橋を含む２つの桟橋及び防波堤１つが同

岸壁から北西方に向かって突き出していた。 

Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、セメント運搬船専用桟橋北面

に、船首を北西方に向け、船尾端を原料岸壁から数ｍ離して左舷着け

で着桟していたところ、右舷船尾部に原料岸壁前で離岸作業中のＢ船

の右舷船尾部が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、原料岸壁に、船首を北東方に

向け、船尾端をＡ船の右舷船尾部から約１３ｍ離して右舷着けで着岸

した後、陸上荷役施設が使用できる位置に移動する目的で、船尾端が

Ａ船の同部から約３ｍとなる位置まで係船索を使用して移動した。 

Ｂ船は、荷役作業を終え、船長Ｂが船橋に、他の乗組員が船首尾の

配置にそれぞれつき、出港準備作業を始めた。 

船長Ｂは、ふだんと同じように、Ｂ船の前進を抑える目的で前部ス

プリングライン（以下「本件係船索」という。）を残して全ての係船



索を放した後、右舵一杯（舵角約６０～７０°）として主機を極微速

力前進にかけ、バウスラスターを左一杯とし、Ｂ船の船首尾線が原料

岸壁に平行となる状態を保ちながらＢ船を同岸壁から離すこととし

た。 

船長Ｂは、Ｂ船の主機、舵及びバウスラスターを前記のとおりに使

用すると、Ｂ船が前進するだろうと考えていたものの、船尾方のＡ船

の存在も気になったので、念のため本件係船索を約３～５ｍ伸出させ

て長さ約３３～３５ｍとし、本件係船索以外の係船索を全て放した。 

船長Ｂは、Ｂ船の主機、舵及びバウスラスターを前記のとおりに使

用して離岸操船を開始し、本件係船索を伸出させたことに加えて主機

を前進としているのでＢ船がＡ船に接近することはないと思い、前方

の防波堤との距離を看視することに意識を向けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、船尾配置の乗組員からＢ船が後方のＡ船に接近

している旨の報告を受け、Ｂ船が後方に移動していることに気付き、

船首配置の乗組員に本件係船索を放すよう指示するとともに主機の出

力を上げたものの、Ａ船に衝突した。 

船長Ｂは、本事故発生場所において、後方至近に他船が着桟してい

る状態からＢ船を離岸させることが初めてであった。 

船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船が本件係船索を取った状態で原料岸壁

から離れるにつれ、本件係船索が原料岸壁に対して直角になろうとし

てＢ船を後方（南西方）に移動させようとする作用が働くことを承知

していたものの、同作用の力よりも主機を前進にかけた前進力の方が

勝っているはずなので、Ｂ船が後方に移動することはないと思ってい

た。 

船長Ｂは、Ｂ船を前方に約１０ｍ移動させることが可能であったの

で、本件係船索をもう少し伸出させた状態としてから離岸作業を行え

ば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 

Ａ船は左舷着けで着桟中、Ｂ船がＡ船に衝突したものと推定され

る。 

Ｂ船は後方に着桟していたＡ船の至近で離岸作業中、船長Ｂが、本

件係船索がＢ船を後方（南西方）に移動させようとする作用が働くこ

とを承知していたものの、主機を前進にかけており、Ａ船に接近する

ことはないと思い、前方の防波堤との距離を看視することに意識を向

け、本件係船索を放さないまま主機の前進を続けたことから、本件係

船索の作用によりＢ船が後方に移動していることに気付かず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本件係船索を取った状態で原料岸壁から離れるにつれ、本

件係船索が原料岸壁に対して直角になろうとしてＢ船を後方に移動さ

せる作用が働き、同作用の力が主機を極微速力前進にかけていること

による前進力を上回っていたことから、後方に移動したものと考えら



れる。 

原因 本事故は、Ｂ船が後方に着桟していたＡ船の至近で離岸作業中、船

長Ｂが、本件係船索がＢ船を後方（南西方）に移動させようとする作

用が働くことを承知していたものの、主機を前進にかけており、Ａ船

に接近することはないと思い、前方の防波堤との距離を看視すること

に意識を向け、本件係船索を放さないまま主機の前進を続けたため、

本件係船索の作用により後方に移動していることに気付かず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、離岸操船を行う際、特定の方向だけに注意を向けること

なく、常時、自船の動きと周囲の状況に注意を払うこと。 

・船長は、やむを得ず他船やその他の障害物の至近で離岸作業を行

う際、事前に係船索を使用して可能な限り他船やその他の障害物

から離れてから行うこと。 

 


